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訓 令

北海道訓令第１２号

本 庁
出 先 機 関

北海道公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道公印規程の一部を改正する訓令

北海道公印規程（昭和４５年北海道訓令第１９号）の一部を次のように改正する。
第１３条第２項中「又は」を「（課長に相当する職を含む。）又は」に改める。
附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。

北海道訓令第１３号

本 庁
出 先 機 関

北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成２２年３月３１日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令

北海道取扱注意文書規程の一部を改正する訓令（昭和６１年北海道訓令第１７号）の一部を次
のように改正する。
第３条第１項中「課長（課に相当する組織の長」を「課長（課長に相当する職」に改める。
附 則

この訓令は、平成２２年４月１日から施行する。発行 北 海 道
編集 総務部人事局
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